
斜里町告示３０号 
 
平成２１年度及び平成２２年度における斜里町が発注する工事等の契約 
に係る入札に参加する者に必要な資格等 

 
 
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の

５及び第１６７条の１１の規定により、平成２１年度及び平成２２年度において、斜里

町が発注する工事又は、製造の請負、物件の買入、その他の契約に係る一般競争入札又

は指名競争入札に参加しようとする者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等

について、次のとおり定める。 
 

平成２０年１１月２８日 
 

斜里町長 村 田  均 
 
第１ 資格要件 
 
 １．基本的資格要件 
  斜里町が発注する契約に係る一般競争入札又は、指名競争入札（以下「競争入札」

と総称する。）に参加できる者（以下「競争入札参加資格者」という。）は政令第

１６７条の４第１項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。

以下同じ。）の規定により競争入札への参加を排除されている者であってはならな

い。 
 ２．契約の種類による資格要件 
  （１）工事の請負契約 
    １）工事の請負契約についての競争入札参加資格者は、次に掲げる要件を満

たしている者でなければならない。 
     ①平成２１年１月１日現在において、建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第３条第１項に許可を受けており、かつ、許可を受けて２年以上そ

の営業を営んでいること。 
     ②資格審査の申請する直後の日（その日が平成２１年４月１日前である場

合は、平成２１年４月１日の１年７ヶ月前の日の直後の営業年度の終了

の日以下、「基準日」という。）以降①に規定する建設業に係る建設業法

第２７条の２３第１項に規定する（以下「経営事項審査」という。）結果

通知を受けていること。 



     ③基準日以降に受けた経営事項審査の申請をした日の直前２年の各経営業

年度のいずれかの決算において①に規定する建設業に係る完成工事高を

有していること。 
       ２）工事の請負契約の競争入札参加資格者については、工事の種類に応じ次

に掲げる事項について行った審査の結果を勘案して算出した総合数値によ

って有資格者となる。 
       ①客観的審査事項 
         平成６年度建設省告示１４６１号に定める事項 
       ②主観的審査事項 
         ア 工事施工実績 
         イ 工事経歴 
          a 工事実績額 
          b 契約件数 
     （２）物件の製造（印刷に係るものは除く。）の請負契約 
       物件の製造（印刷に係るものは除く。）の請負契約についての競争入札参加資

格者は次に掲げる用件を満たしている者とする。 
       １）平成２１年１月１日現在において過去引続き１年以上その事業を営んで

いること。 
       ２）平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に売上高を有

していること。 
       ３）個人にあっては、従業員が３名以上であること。 
     （３）建築物の設計に係る契約 
        建築物の設計に係る契約についての競争入札参加資格者は、次に掲げる用件

を満たしている者とする。 
        １）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による一

級建築士事務所又は、二級建築士事務所についての登録を受けていること。 
         ただし、建築設備のみの設計を業とする者は、この限りでない。 
        ２）平成２１年１月１日現在において過去引続き１年以上その事業を営んで

いること。 
        ３）平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に売上高を有

していること。 
      （４）土木施設の設計、地質調査又は、技術資料作成に係る契約 

    土木施設の設計、地質調査又は、技術資料作成に係る契約についての競争入

札参加資格者は、次に掲げる用件を満たしている者とする。 
    １）平成２１年１月１日現在において過去引続き１年以上その事業を営んで

いること。 



    ２）平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に売上高を有

していること。 
    ３）個人にあっては、従業員が３名以上であること。 
  （５）測量に係る契約 
     測量に係る契約についての競争入札参加資格者は、次に掲げる用件を満たし

ている者とする。 
      １）測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条の規定による登録を受け

た者であること。 
      ２）平成２１年１月１日現在において過去引続き１年以上その事業を営んで

いること。 
      ３）平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に売上高を有

していること。 
      ４）個人にあっては、従業員が３名以上であること。 
    （６）物品の購入に係る契約 
       物品の購入に係る契約についての競争入札参加資格者は、次に掲げる用件を

満たしている者とする。 
       １）平成２１年１月１日現在において過去引続き１年以上その事業を営んで

いること。 
       ２）平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に売上高を有

していること。 
     （７）道路、側溝等清掃に係る契約 
        道路、側溝等清掃に係る契約についての競争入札参加資格者は、次に掲げる

用件を満たしている者とする。 
        １）平成２１年１月１日現在において過去引続き１年以上その事業を営んで

いること。 
        ２）平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日までの間に売上高を有

していること。 
        ３）個人にあっては、従業員が３名以上であること 
     ３．資格の有効期間 

  資格の有効期間は平成２１年度及び平成２２年度とする。 
  ただし、共同企業体にあっては、平成２２年３月３１日までとする。 
 
第２ 資格の消滅 
 
  競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該競争入札参加資

格者の資格を消滅するものとする。 



  （１）政令１６７条の４第１項に規定するものとなったとき。 
  （２）政令１６７条の４第２項の規定に基づき競争入札への参加を排除された 

とき。 
  （３）営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において当該

許可、免許、登録等を取り消されたとき。 
（４）その他、第１の２に定める資格要件のいずれかを欠くに到ったとき。 
 
第３ 資格審査の申請時期及び方法等 
 
 １ 申請時期 
 （１）平成２１年１月１９日から平成２１年２月２７日までの間とする。 
 （２）共同企業体に係る申請時期は、第１号によるほか当該共同企業体が結成さ

れたときとする。 
 （３）中小企業協同組合又は、協同組合に係る申請時期は、第１号によるほか当

該組合が設立されたときとする。 
 （４）特に町長が必要と認めた者に係る申請時期は、町長の指定する日とする。 
 ２ 申請方法 
 （１）申請書類は、建設部管理課管理係に直接持参して提出するものとする。 
 （２）インターネット受付及び郵便・宅急便による受付はしない。 
 （３）申請書様式は、工事及び委託業務については市町村統一様式とし、物品は

北海道様式に準ずるものとする。 
 （４）背表紙に申請名、社名等を記載した紙ファイルに申請書を綴って提出する

ものとする。（工事及び委託業務並びに物品共） 
 （５）申請書に添付する登記簿謄本、印鑑証明書ほか各種証明書類はコピー可。 

決算書は直近２ヶ年分とする。 
  （６）納税証明書（コピー可） 
     ・国税（法人税及び消費税）様式その３の３（未納額のない証明）納税証

明書 
     ・道税及び町税（町外業者は本社所在地の市町村納税証明書）納税証明書 
  ３ 資格審査の再審査 
  （１）競争入札参加資格者は、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、再

度資格審査の申請をするものとする。 
   １）名称を変更した場合。 
   ２）法人たる競争入札参加資格者が組織を変更した場合。 
   ３）共同企業体又は、中小企業等協同組合（企業組合を除く。）である競争入札

参加資格者がその構成員を変更したとき。 



   ４）企業組合である競争入札参加資格者又は、協同組合である競争入札参加資

格者がその構成員を変更した場合。 
  （２）前号の申請は、建設部管理課管理係に申請書を提出することにより行うも

のとする。 
  ４ その他 
   斜里町のホームページに受付に関する予定・要領などを掲載。 
 


